
様式第２号（別表関係） 

建 設 関 連 業 務 見 積 結 果 調 書 

 

 担 当 課 水産商工課 

委託業務名 船越家族旅行村オートキャンプ場サニタリーハウス移転基本設計業務委託 

委 託 場 所 下閉伊郡山田町 船越 地内 

見 積 日 時 令和５年６月２日 午後３時００分 

予 定 価 格 
（税込み）3,850,000 円 

（税抜き）3,500,000 円 

見積者の商号又は名称 
見 積 額 （円） 

第１回 第２回 第３回 備 考 

㈱協和コンサルタンツ

岩手営業所 
3,370,000   決定 

     

     

     

     

     

     

     

     

見積の結果 

随意契約の相手方 ㈱協和コンサルタンツ 岩手営業所 

契約金額 （税抜き）3,370,000 円【（税込み）3,707,000 円】 

 

随意契約理由 

本業務は、船越家族旅行村オートキャンプ場サニタリーハウスの移転新築

に係る移転先の検討及び基本設計を実施するものである。本事業区域では令

和３年度に「オートキャンプ場測量設計業務」を実施しており、船越家族旅

行村オートキャンプ場の復旧整備に係る測量及び基本設計を行っている。本

業務は、当時の設計及びその後の施設整備状況を考慮し、新築建物を計画す

ることが必要不可欠である。このことから、当初の測量設計業務を実施した

者に本業務を行わせた場合、従前の計画を把握していることによる、履行期

間の短縮及び経費の削減が見込まれ、業務の円滑かつ適切な実施を確保する

上で競争入札に付するより有利と認められることから、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第６号の規定に基づき随意契約するものである。 

 


